
 

仕様書 

 

１　業務名 

国家戦略特区を活用したまちづくり推進に関する支援業務 

 

２　背景・目的 

札幌市では地域・行政課題が高度化・複雑化する中、行政のみでは課題解

決がますます困難な時代を迎えていることから、多様な主体との協働による

課題解決が重要である。 

令和６年６月に札幌市を含む北海道全域が国家戦略特区に指定され、都市

再生、創業、雇用等のあらゆる分野における規制改革の提案が可能になった

機会を捉え、札幌市では、民間事業者等とも連携し、経済活性化と地域課題

解決を図るため、国家戦略特区の規制改革を活用したまちづくりを進めてい

るところである。 

国家戦略特区の規制改革の実現に向けては、民間事業者等の機運醸成に加

え、実際のニーズに基づいた規制改革提案の検討、規制の根拠となる多様な

法令・規則等の調査やそれらの改正内容等の検討などが必要である。 

このことから、札幌市が国家戦略特区を活用した経済活性化と地域課題解

決を図るため、国家戦略特区活用に向けた庁内外の機運醸成や法令等調査、

規制改革検討に対する支援を実施するもの。 

 

３　履行期間 

　契約締結日から令和９年３月31日（水） 

 

４　業務内容 

　目的を達成するため、以下の業務を実施すること。 

なお、実施内容の詳細は、委託者（札幌市）と受託者で協議し、調整する

こと。 

　⑴　規制改革に関する特例措置の法的根拠などの助言や資料作成 

　　　札幌市が提示する国家戦略特区における規制改革案について、ア～エに

掲げる調査等を行うこと。 

ア　札幌市が特定した法令等が、当該規制改革の対象となる課題の真の根

拠であることを確認すること。あわせて、提示された法令等以外に関連

する附随的規定（審査基準、運用指針等）が存在しないかを網羅的に調

査し、課題解決に直結する真の規制根拠を確定させること。 

イ　当該規制改革案を必要性及び許容性の観点から評価すること。 

ウ　イを踏まえ、より実現性が高い規制改革案となるよう助言を行うこ

と。 

エ　規制改革案ごとに、ア～ウの概要をまとめた説明用の資料（Ａ４で１

～２枚程度のものを想定）の作成等を行うこと。（想定件数は約30件） 

 

 



 

⑵　規制改革の推進等に資するセミナーの企画・実施 

　　　札幌市における規制緩和の推進及び官民共創の機運醸成に資する以下の

２つのセミナーを企画・実施すること。 

　ア　共通事項 

(ｱ)　受託者は講師の招聘や会場運営等において、不測の事態に備えた代替

　手段の確保（オンライン併用の検討等）を含め、円滑な運営に向けた万

　全の体制を構築すること。  

(ｲ)　開催に係るすべての費用（講師謝礼、旅費、会場費、運営費等）は受

　託者が負担すること 

(ｳ)　開催に向けては、受託者が効果的な広報を展開し、目標とする参加者

　数の確保に努めること。　 

　イ　札幌市職員向けセミナー 

(ｱ)　定員　100名程度 

(ｲ)　開催時期　令和８年７月～９月を想定 

　 ※具体的な日程は、委託者と受託者の協議により決定する。 

(ｳ)　対象　実務を担う係長～担当者級を想定 

ウ　民間事業者等向けセミナー 

(ｱ)　定員　50名程度 

(ｲ)　開催時期　令和８年10月～11月を想定 

   ※具体的な日程は、委託者と受託者の協議により決定する。 

(ｳ)　対象　市内民間事業者等 

⑶　留意事項 

上記⑴～⑵を実施するにあたっては、多種多様な規制改革に対応できる

よう様々な法令等に精通した専門家による支援体制を構築すること。 

 

５　環境への配慮 

本業務においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷

低減に努めること。 

⑴　電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

⑵　ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

⑶　両面コピーの徹底やミスコピーを減らし、紙の使用量を減らすように努

めること。 

⑷　自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用

し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけるこ

と。 

⑸　業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガ

イドライン指定品を使用すること。 

 

６　その他特記事項 

⑴　守秘義務 

受託者は、本業務を通じて知りえた秘密を第三者に漏えいすること並び

に資料及びデータの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措



 

置を講ずること。 

⑵　疑義の解消等 

業務の実施にあたって必要な事項のうち、本書で明記の無い点または疑

義が生じた場合、並びにこれに係る変更を行う場合には、必ず委託者と協

議し承認を得ること。 

⑶　業務の進め方及び実施スケジュール 

受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画を作成し、委託者の承認を

得た上で、業務を遂行すること。業務遂行にあたっては、委託者と適時打

ち合わせを行うこと。 

⑷　実施報告に係る留意事項 

本業務実施報告については、意味不明、不完全または曖昧な表現の記述

をしないように留意し、専門的または特殊な法律・技術用語については用

語解説または注釈を付記すること。また、報告書等の納入後、委託者にお

いて実施する履行検査の結果、本仕様書記載の内容と著しく異なるまたは

不足する場合は、受託者の責任において関連する項目を精査し、当該箇所

の修正または追加を行うこと。 

⑸　著作権等 

受託者は、委託者に対し、当該事業に基づく成果物（以下「本著作物」

という。）に関連する著作権（著作権法（昭和45 年法律第48 号）第27 条

及び第28 条に規定する権利を含む。）を、譲渡するものとする。 

受託者は、本著作物に関する著作者人格権を、委託者または委託者が指

定する第三者に対して行使しないものとする。 

受託者は、委託者に対し、受託者が本著作物を創作したこと及び第三者

の著作権、著作人格権及びその他特許件、商標権を含むいかなる知的財産

権を侵害するものではないことを保証するものとする。 

本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生

じたときは、受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するのと

し、かつ委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するもの

とする。 

⑹　個人情報の取扱い 

受託者は、当該業務において取り扱う個人情報に関して、別紙「個人情

報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

７　委託者担当部局 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ORE札幌ビル８階 

札幌市まちづくり政策局政策企画部公民・広域連携推進室推進課 

北野、樋口 

電話：011-211-2281 メール：tokku@city.sapporo.jp 
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【別紙】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 
 

　（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条　受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個

人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」

（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリ

シー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事

項」という。）を遵守しなければならない。 

 

　（管理体制の整備） 

第２条　受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情

報をいう。以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築

し、その体制を維持しなければならない。 

 

　（管理責任者及び従業者） 

第３条　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書

面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）

により委託者に報告しなければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合

の手続を定めなければならない。 

３　受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請

し、その承認を得なければならない。 

４　受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しな

ければならない。 

５　保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督

しなければならない。 

６　従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけ

ればならない。 

 

 

　（取扱区域の特定） 

第４条　受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を

定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２　受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請

し、その承認を得なければならない。 

３　受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定め

られた場所から持ち出してはならない。 

 



 

　（教育の実施） 

第５条　受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、

特記事項における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行

に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２　受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、

実施体制を確立しなければならない。 

 

　（守秘義務） 

第６条　受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報

を第三者に漏らしてはならない。 

２　受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知

り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また

同様とする。 

４　受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保

持に関する誓約書を提出させなければならない。 

 

　（再委託） 

第７条　受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部

を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２　受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書

面により承諾を得なければならない。 

３　受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請

する場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなけ

ればならない。 

　(1) 再委託先の名称 

　(2) 再委託する理由 

　(3) 再委託して処理する内容 

　(4) 再委託先において取り扱う情報 

　(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

　(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４　受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再

委託者が委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託

者に提出した様式をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとす

る。 

５　委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託

先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対し

て再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６　委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を

取り扱う業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約に

おいて、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規

定しなければならない。 



 

７　前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監

督するとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告

しなければならない。 

 

　（複写、複製の禁止） 

第８条　受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供され

た個人情報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又

は複製してはならない。 

 

　（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条　受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外

の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義

務を遵守させなければならない。 

２　受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結

果について責任を負うものとする。 

 

　（個人情報の管理） 

第１０条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している

間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次

の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならな

い。 

　(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者

を明確化し、取扱規程等を策定すること。 

　(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の

整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全

管理措置の見直しを行うこと。 

　(3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

　(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、

電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器

及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

　(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の

防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

　（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委

託等業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

　（受渡し） 

第１２条　受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合に

は、委託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合にお

いて、委託者は、受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託

者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 



 

 

 

 

　（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条　受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用す

る個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄し

なければならない。 

２　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場

合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は

廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なけ

ればならない。 

３　受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた

場合は、これに応じなければならない。 

４　受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情

報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不

可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

５　受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してそ

の日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければ

ならない。 

 

　（定期報告及び緊急時報告） 

第１４条　受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求

められた場合は、直ちに報告しなければならない。 

２　受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を

定めなければならない。 

 

　（監査及び調査） 

第１５条　委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約

の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するた

め、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができ

る。 

２　委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、

又は本委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

　（事故時の対応） 

第１６条　受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情

報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その

事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事

故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面によ

り報告し、委託者の指示に従わなければならない。 



 

２　受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その

他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を

迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３　委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合

は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

　（契約解除） 

第１７条　委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特

記事項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２　受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において

も、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとす

る。 

 

　（損害賠償） 

第１８条　受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行

しないことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委

託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 

 

 


